
福井県告示第４６３号

　福井県県税条例（昭和２５年福井県条例第５３号）第２０条の３第１項第３号の規定に
基づき、次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として指定したので、
福井県県税条例施行規則（昭和３７年福井県規則第８号）第４８条の１８第３項の規定に
より告示する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６４号

　福井県青少年愛護条例（昭和３９年福井県条例第１５号）第１０条第１項の規定に基づ
き、次のものを青少年の健全な育成に有害な興行として指定したので、同条第２項の規定
により公示する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
指定理由　著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助
長する性質を有し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。
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目的　深刻な司法ア
クセス障害を抱える
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にあたる福祉関係者
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情報提供、法教育な
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、特に支援を要する
市民の司法アクセス
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護士派遣事業　等
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ー
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東京都中野区本町１
－３２－２　ハーモ
ニータワー８階

日本司法支援センタ
ーが実施する事業に
対する寄附金

指定寄附金の指定の
期間

指定寄附金の受入れ
の目的および使途

指定寄附金を受け入
れる者の名称、代表
者の氏名および主た
る事務所の所在地

指定寄附金の名称

令和７年１月１日か
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関西一円で開催され
る生涯スポーツの国
際総合競技大会「ワ
ールドマスターズゲ
ームズ２０２７関西
」の準備・運営

公益財団法人ワール
ドマスターズゲーム
ズ２０２１関西組織
委員会
三日月　大造
大阪市北区中之島６
－２－２７　中之島
センタービル２３階

公益財団法人ワール
ドマスターズゲーム
ズ２０２１関西組織
委員会が実施する事
業に対する寄附金



指定年月日　令和７年１２月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６５号

　農林水産大臣から、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、保安
林に指定する予定である旨の通知があったので、同法第３０条の規定により、次のとおり
告示する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　保安林予定森林の所在場所
　　福井市荒谷町７６字上一ノ谷３４、３５、３７の１、３８から４２まで、５７、５８
　、６１、１０４
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町
　　　村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び福井市役所に備え置い
　　て縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６６号

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、保安林の指定施業要
件を変更する予定であるので、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の２の規
定により、次のとおり告示する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　大野市荷暮５４字向瀬戸１、２の１、２の５

２　保安林として指定された目的
　　公衆の保健
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種を定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町
　　　村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度ならびに植栽の方法・期間および樹種　
　　　次のとおりとする。
　　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁および大野市役所に備え置
　　いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６７号

　主要地方道福井四ヶ浦線の下記区間において、道路災害復旧工事の竣工に伴い、道路の
区域を変更したので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により
、次のとおり公示する。
なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和７年１２月
１６日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６８号

　主要地方道丸岡川西線の下記区間において、道路改良工事による迂回路の設置に伴い、
道路の区域を変更したので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定
により、次のとおり公示する。
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なお、これを表示した図面は、福井県庁および三国土木事務所において、令和７年１２月
１６日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４６９号

　主要地方道福井四ヶ浦線の下記区間において、道路災害復旧工事の竣工に伴い、道路の
供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により
、次のとおり公示する。
なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和７年１２月
１６日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４７０号

　主要地方道丸岡川西線の下記区間において、道路改良工事による迂回路の設置に伴い、
道路の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定
により、次のとおり公示する。
なお、これを表示した図面は、福井県庁および三国土木事務所において、令和７年１２月
１６日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４７１号

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１
２号）第６１条第１項の規定により変更の認可をしたので、同法第６１条第３項の規定に
より次のとおり公示する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　住宅確保要配慮者居住支援法人の名称および住所
　　ＡＬＰアライアンス株式会社
　　福井市町屋３丁目１７－６　メゾンイレブン１階
２　新たに行う支援業務の種別
　　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第６２条第５号に基づ
　く業務（残置物処理等）

　酒生用水土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和７年１１月２１日に役員に就任した旨の届出があったので、
同条第１９項の規定により公告する。　
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
役員名　氏　　　名　　　住　　　所 　　　
理　事　松村　純夫　福井市河水町22-2-1
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監　事　高村　裕治　福井市稲津町33-18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可した開発行
為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する
。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　開発区域または工区に含まれる地域の名称
　越前市大屋町１８字高田１番１、２番、３番、４番１、４番２、５番１、５番２、６
番１、６番２、７番、８番、９番、１０番１および１３番の一部ならびに３０字西横枕
１番、２番１、２番２、２番３、３番、４番１、４番２、４番３、５番１、５番２、６
番、７番１、７番２、８番１、８番２、８番３、８番４、８番５、８番６、９番１、１
１番の一部および１３番の一部
２　開発許可を受けた者の住所および氏名
　　越前市岡本町１３号１番地
　　株式会社福井村田製作所
　　代表取締役社長　畑尾　直哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする業務の名称および数量
　　　サーベイメータおよびポケット線量計保守点検業務　
　⑵　業務の仕様
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　履行期間
　　　契約日から令和８年３月３１日まで
　⑷　履行場所
　　　入札説明書等による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札の参加資格（以下「資格」とい
う。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札まで
に資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者
でないこと。
⑵　入札の日において現に福井県の指名停止措置または指名除外の期間中でないこと。
⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、および
民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて
いない者であること。
⑷　この入札に併せて行われる審査により、この入札に係る業務を履行することができ
る技術的能力および体制を有すると認められる者であること。
⑸　福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税について未納のない者であ
ること。
⑹　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその
支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者
イ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者
ウ　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者
エ　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者
オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３　電子入札の実施
　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。
　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契
約担当者の承認を得て、紙による入札参加確認申請書または入札書の提出を行うことが
できる。
４　資格の確認に関する事項
　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
る様式。なお、契約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者
（以下「紙入札者」という。）にあっては、入札説明書に定める様式）に、必要書類を
添えて次のとおり提出し、この入札に係る業務に関して福井県の審査を受け、資格の確
認を受けなければならない。
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⑴　入札参加資格確認申請書等の提出期間
　　令和７年１２月１６日（火）１０時から令和８年１月１３日（火）１７時まで
⑵　入札参加資格確認申請書等の提出方法
ア　電子入札によりこの入札に参加しようとする者
　電子入札システムを使用して送信すること。
　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書等の情報が、提出期間中に、契
約担当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されな
ければならない。
　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表者
の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録し
たものとする。
イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　提出期間内に提出先へ直接持参または配達証明付書留郵便により提出すること。
ウ　提出先
〒９１０－８５８０
福井県福井市大手３丁目１７－１
福井県健康福祉部健康医療局地域医療課　救急・災害医療Ｇ
電話　０７７６－２０－０３４６

５　入札書および入札内訳書の提出方法、提出期間および開札日時
⑴　入札書および入札内訳書の提出方法
　　４⑵と同様とする。
⑵　入札書および入札内訳書の提出期間
　令和８年１月２６日（月）９時００分から令和８年１月２７日（火）１６時００
分まで
⑶　開札日時
　　令和８年１月２８日（水）１０時００分
⑷　開札場所
福井県福井市大手３丁目１７－１
福井県健康福祉部健康医療局地域医療課　

６　入札方法
　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税および地方消費税に
相当する金額（当該金額の１００分の１０に相当する額）を加算した金額（加算後の金
額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免
税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。

７　落札者の決定に関する事項
　この入札に関する契約の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
８　契約に関する事項
⑴　契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地ならび
にこの入札に関する問合せ先
〒９１０－８５８０
福井県福井市大手３丁目１７－１
福井県健康福祉部健康医療局地域医療課　救急・災害医療Ｇ
電話　０７７６－２０－０３４６

⑵　電子契約同意書兼メールアドレス確認書の提出（福井県が利用する電子契約サービ
スによる契約を希望する者に限る。）
　福井県が利用する電子契約サービスによる契約を希望する場合は、落札決定後すみ
やかに（当日中）、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を以下のメールアド
レス宛て提出すること。
様式
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/dens
i-keiyaku-kakuninsyo.docx
提出先（e-mail） iryou@pref.fukui.lg.jp
※電子契約サービスに関しては、以下のＵＲＬを参照のこと。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html

９　その他
⑴　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語ならびに
通貨
日本語および日本国通貨とする。

⑵　入札保証金および契約保証金
福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。

⑶　入札の無効
福井県財務規則第１５１条の規定による。

⑷　契約書作成の要否および契約条項
要

⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
ア　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号。以下「条例
　」という。）第５条第２項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もし
くは暴力団員と密接な関係を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所
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轄の警察署に届出を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領
の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。

⑹　２に記載する、福井県知事職務代理者が行う入札参加資格申請の審査を申請する時
期と場所
ア　申請の受付時期
　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲
げる日を除き、随時申請を受け付ける。
イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問い合わせ先
〒９１０－８５８０
福井県福井市大手３丁目１７－１
福井県会計局会計課　総務第三グループ
電話　０７７６－２０－０２５３

⑺　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は、入札説明書等によ
る。

１０　Summary
⑴　Nature and quantity of the service to be required
　　Maintenance and management of survey meters and pocket dosimeters
⑵　Date, time of Bidding
　　9:00 A.M. 26th January 2026 ‒ 4:00 P.M. 27th January 2026
⑶　Period of contract
　　Date of the contract to 31th March 2026
⑷　The place for delivery and Contact for notice
　　Regional Medical Affairs Division, Health and Medical Bureau, Department 
of Health and Welfare, Fukui Prefectural Office, 3-17-1, Ote, Fukui city, 
Fukui prefecture, 910-8580 Japan.
　　Tel 0776-20-0346

　土地収用法施行令（昭和２６年政令第３４２号）第５条第１項の規定により、次のとお
り公示送達を行う。
　なお、送達すべき書類は、福井県土木部土木管理課に保管し、送達を受けるべき者にい
つでも交付する。受領しないときは、令和８年１月５日をもってその送達があったものと
みなされる。
　　令和７年１２月１６日
　　　　　　福井県収用委員会
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収用委員会公告

発行人　〒910-8580　福井県福井市大手3丁目17番1号　福　井　県

１　事件名
　　一級河川九頭竜川水系足羽川ダム建設工事及びこれに伴う県道付替工事
２　送達すべき書類の名称
　　令和７年１２月８日付け福井収第３４号「裁決書正本の送達について」
３　送達を受けるべき者
　　住所不明
　　（亡）池田了一の相続財産
　　住所不明
　　（亡）木下大介の相続財産
　　住所不明
　　岩﨑末　またはその法定相続人
　　住所不明
　　岩崎清治郎　またはその法定相続人


